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（基準条例） 

  「那珂川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条 

例」 

（平成 25年 3月 6日那珂川市条例第 9号） 
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※事故が発生し、医療機関を受診（施設内における受診を含む）したもの等につい 

     ては那珂川市高齢者支援課まで報告すること。 
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